
農山漁村地域整備変更計画 

計画の名称 

 宮城県治山整備計画 

計画策定主体 

 宮城県 

対象市町村 

 仙台市，石巻市，塩竈市，気仙沼市，白石市，名取市，角田市，多賀城市，岩沼市，栗原市，東松島市，

大崎市，蔵王町，七ヶ宿町，大河原町，村田町，柴田町，川崎町，丸森町，亘理町，山元町，松島町，七

ヶ浜町，利府町，大和町，富谷町，色麻町，涌谷町，美里町，女川町，南三陸町，大衡村（３５市町村）

計画の期間 

 平成２２年度～平成２６年度（５年間） 

 平成２２年度～平成２５年度（４年間） 

計画の目標 

 県土の５７％を占める森林は，県土保全機能，生物多様性保全機能などの県民が安全で安心できる生活

や文化を営む上で欠かせない公益的機能を有している。しかし，近年，山地災害や洪水などが発生しやす

い気象条件にあることや，宮城県沖地震の発生が高い確率で予測されていることから，被害の抑制に向け

て，森林の公益的機能を硬度に発揮する取組が重要となっている。 そこで，当該計画に沿って，山地災

害を防ぐ施設等の整備を進めることにより，森林の有する公益的機能の高度発揮を確保し，「県民が安心し

て暮らせる社会の実現」「漁場環境の保全効果の向上」を図る。 

定量的指標  

 森林の有する公益的機能を高度に発揮するため，治山事業を推進することにより，周辺の森林の山地災

害防止機能が確保された集落数を現状の６９９５８３集落（平成２１２４年度末現在）から７１１５９０

集落に増加させる。 

対象事業  

事業名 地区名 

事業

実施

主体

工期 
総事業費 

（千円） 
主な事業内容等 

治山事業 宮城県内 県 
H22～26 

H22～25 

727,524

645,746

予防治山事業 

山地災害総合減災対策事業 

漁場保全の森林づくり    

(12,045)

498,629

(12,045)

433,629

 

（
内 

訳
） 

保安施設事業 宮城県内 県 
H22～26 

H22～25 

486,584

421,584

奥地保安林保全緊急対策事業 

海岸防災林造成事業 

保安林改良事業 

 

保安施設事業（離島） 石巻市 県 H22 
12,045

12,045

保安林改良事業 

 

 

 

合計（全体事業費） 

(12,045)

1,226,153

(12,045)

1,079,375

 

 

 

 

（ ）書きは離島分（内数） 

※ 赤書きは変更後 


